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審決 

 

不服２０１５－１４７３７ 

 

 フランス、エフ−７５０１５ パリ、リュード コロネル ピエール アヴィア、

４３ 

 請求人 オルドウバラン、ロボティクス エス、ア 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 木村 高久 

 

 

 特願２０１２－５１８８３１「移動ロボットのコンテキスト動作を生成する

ためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成２３年１月１３日国

際公開、ＷＯ２０１１／００３６２８、平成２４年１２月１３日国内公表、特

表２０１２－５３２３９０〕について、次のとおり審決する。 

 

 結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

 理由 

１．手続の経緯 

 本願は，２０１０年７月１２日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２０

０９年７月１０日（以下，「優先日」という。），フランス共和国）を国際出

願日とする出願であって，平成２６年５月１２日付けの拒絶理由通知に対して

平成２６年１０月３１日付けで意見書が提出されるとともに手続補正がなされ

たが，平成２７年４月９日付けで拒絶査定がなされ，これに対して平成２７年

８月６日に拒絶査定不服審判の請求がなされ，平成２８年６月２２日付けの当

審の拒絶理由通知（以下，「当審拒絶理由通知」という。）に対して，平成２

８年１２月２７日付けで意見書が提出されるとともに手続補正がなされたもの

である。 

 

２．本願発明 

 本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成２８年

１２月２７日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に記

載された事項により特定される次のとおりのものである。 

  

「少なくとも１台のロボット（１０）の動作を，グラフィカル・インターフェ

ースへのアクセスを有するユーザによって編集および制御するためのシステム

であって，前記ロボットによって話されるテキストを編集するモジュール（２

０）と，前記テキストを合成するための音声合成モジュール（３０）と，前記

ロボットによって実行される動作のためのコマンド・タグのライブラリ（４０）

と，前記テキストに前記タグを挿入するためのモジュール（５０）と，前記ロ
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ボットの前記動作を生成し制御するためのモジュール（６０Ａ，６０Ｂ）とを

含み，前記コマンド・タグは，前記動作を表現する図形的なシンボルを含み，

前記システムは，前記ライブラリにおけるコマンド・タグの少なくとも一つの

選択を許容するように構成されており，前記ライブラリは，話されるべき前記

テキストとは別個であり，ツリー構造を有しており，前記図形的なシンボルに

一致する動作であって，言葉を話すことと同時の動作の実行を開始するために，

前記テキストの言葉の連鎖の中に前記タグの挿入がなされることを特徴とする

システム。」 

  

３．引用例 

（１）引用例１に記載されている技術的事項及び引用発明 

 本願の優先日前に頒布又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となり，当

審拒絶理由通知において引用された，特開２００３－３０８１４２号公報（２

００３年１０月３１日公開，以下，「引用例１」という。）には，関連する図

面とともに，以下の技術的事項が記載されている。（当審注：下線は，参考の

ために当審で付与したものである。） 

 

Ａ 「【０００２】 

【従来の技術】従来，メッセージの解析結果に基づいてロボットの動作を制御

する技術としては，例えば，特開平 11-327872 号公報に開示された電子メール

端末（以下，第１の従来例という。）があった。第１の従来例は，ネットワー

クに接続され，ネットワークインタフェースを有する動物型ロボットを備え，

ネットワークから受信した電子メールをユーザに提示する端末である。具体的

には，ネットワークを介して電子メールを受信する受信部と，受信した電子メ

ールを解析する電子メール解析部と，電子メール解析部の解析結果に基づいて

ロボットの矩体全体または矩体に属する部分を動かすよう制御する動作制御部

で構成されている。動作制御部は，電子メール解析部で解析した電子メールの

内容を読み上げるとともに，ロボットの矩体の正面をユーザの位置に向けて，

効果音を出力するとともに，電子メール解析部で解析した電子メールの内容に

含まれる顔文字によって，ロボットの矩体全体または矩体に属する部分を動か

すよう制御する。 

【０００３】これにより，従来，読み上げ時に無視されていた顔文字をロボッ

トの動作として表現することができ，電子メールの文章の曖昧性を排除できる。

また，動作プログラムを工夫することによって，文章では伝わりにくい感情や

雰囲気などを伝えることも可能となり，電子メールを使ったコミュニケーショ

ンを豊かにすることができる。」 

 

Ｂ 「【００１６】さらに，本発明に係る請求項２記載のメッセージ処理シス

テムは，メッセージを送信するメッセージ送信端末と，前記メッセージを処理

するメッセージ処理設備とを通信可能に接続し，前記メッセージ処理設備は，

動作可能なロボットを有し，受信したメッセージを解析し，その解析結果に基

づいて前記メッセージの内容を音声により読み上げるとともにその読上に対応
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させて前記ロボットの動作を制御するシステムであって，前記メッセージ送信

端末は，前記ロボットの動作を制御するための動作制御情報を前記メッセージ

中の文字列と対応付けて前記メッセージに埋め込む動作制御情報埋込手段と，

前記動作制御情報埋込手段で前記動作制御情報を埋め込んだメッセージを前記

メッセージ処理設備に送信するメッセージ送信手段とを有し，前記メッセージ

処理設備は，受信したメッセージを解析するメッセージ解析手段と，前記メッ

セージ解析手段の解析結果に基づいて前記メッセージの内容を音声により読み

上げるメッセージ読上手段と，前記メッセージ解析手段の解析結果に基づいて

前記ロボットの動作を制御するロボット制御手段とを有し，前記ロボット制御

手段は，前記メッセージに含まれる動作制御情報に基づいて，当該動作制御情

報に対応する文字列の読上に対応させて前記ロボットを動作させるようになっ

ている。  

（途中省略）  

【００１８】ここで，メッセージ処理設備は，ロボットのみで構成してもよい

し，ロボットおよびロボットの動作を制御する制御装置の組み合わせにより構

成してもよい。前者の場合，ロボットは，メッセージ解析手段，メッセージ読

上手段およびロボット制御手段を有することとなる。以下，請求項２０記載の

メッセージ処理設備，および請求項２５記載の設備用プログラムにおいて同じ

である。」  

 

Ｃ 「【００７１】一方，動作制御情報は，電子メールにも埋め込むことがで

きる。この場合，電子メールは，図６および図７に示すように，マークアップ

言語形式に従ったデータ構造となる。図６および図７は，動作制御情報を埋め

込んだ電子メールのデータ構造を示す図である。図６においては，「こんにち

は」という対象文字列の先頭に開始制御タグ＜greet＞を，同対象文字列の末尾

に終了制御タグ＜/greet＞を，制御タグ＜!JointAngle Data!＞よりも後方であっ

て動作制御情報の先頭に開始制御タグ＜greet＞をそれぞれ挿入することにより

動作制御情報を同対象文字列と対応付けている。また，「笑っちゃいました」

という対象文字列の先頭に開始制御タグ＜laugh＞を，同対象文字列の末尾に終

了制御タグ＜/laugh＞を，制御タグ＜!Joint AngleData!＞よりも後方であって動

作制御情報の先頭に開始制御タグ＜laugh＞をそれぞれ挿入することにより動作

制御情報を同対象文字列と対応付けている。なお，動作制御情報の書式につい

ては，ｓ１が左辺となる演算式の右辺に記述されている内容がフィールド４５

４の登録内容に対応し，ｓ２が左辺となる演算式の右辺に記述されている内容

がフィールド４５６の登録内容に対応し，ｓ３が左辺となる演算式の右辺に記

述されている内容がフィールド４５８の登録内容に対応している。」 

 

Ｄ 「【００８９】一方，ステップＳ３０２で，スタートボタンが押下されな

いと判定したとき(Yes)は，スタートボタンが押下されるまでステップＳ３０２

で待機する。次に，本実施の形態の動作を説明する。初めに，電子メールを送

信する場合を説明する。電子メール処理端末２００では，電子メールの作成が

要求されると，電子メール送信処理が実行される。ここで，ユーザは，まず，



 4 / 18 

 

電子メールとして送信したい文章を入力する。そして，入力した文章に対して

動作制御情報を対応付けるには，動作制御情報の設定要求を入力し，動作制御

情報を対応付けるべき文字列をマウス等で指定し，記憶装置４２のなかから動

作制御情報を選択する。 

【００９０】電子メール処理端末２００では，文字列が指定され，動作制御情

報が選択されると，ステップＳ１０６を経て，選択された動作制御情報が指定

文字列と対応付けられて作成中の電子メールに埋め込まれる。」 

 

Ｅ 「【図６】 
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」 

 

 ここで，上記引用例１に記載されている事項を検討する。 
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（ア）引用例１の上記Ｂの段落【００１６】には，「メッセージを送信するメ

ッセージ送信端末と，前記メッセージを処理するメッセージ処理設備とを通信

可能に接続し，前記メッセージ処理設備は，動作可能なロボットを有し，受信

したメッセージを解析し，その解析結果に基づいて前記メッセージの内容を音

声により読み上げるとともにその読上に対応させて前記ロボットの動作を制御

するシステム」との記載がある。 

 

（イ）引用例１の上記Ｂの段落【００１６】には，「前記メッセージ送信端末

は，前記ロボットの動作を制御するための動作制御情報を前記メッセージ中の

文字列と対応付けて前記メッセージに埋め込む動作制御情報埋込手段と，前記

動作制御情報埋込手段で前記動作制御情報を埋め込んだメッセージを前記メッ

セージ処理設備に送信するメッセージ送信手段とを有し」との記載がある。 

 

（ウ）上記Ｄの段落【００８９】の「電子メールを送信する場合・・・ユーザ

は，まず，電子メールとして送信したい文章を入力する・・・入力した文章に

対して動作制御情報を対応付けるには，動作制御情報の設定要求を入力し，動

作制御情報を対応付けるべき文字列をマウス等で指定し，記憶装置４２のなか

から動作制御情報を選択する・・・電子メール処理端末２００では，文字列が

指定され，動作制御情報が選択されると，・・・選択された動作制御情報が指

定文字列と対応付けられて作成中の電子メールに埋め込まれる」との記載と，

上記（ア）及び（イ）において検討した事項から， 

 引用例１には，「メッセージとして，電子メールを送信する場合，ユーザは，

電子メールとして送信したい文章を入力し，この入力した文章に対して，動作

制御情報を対応付けるべき文字列をマウス等で指定するとともに，記憶装置の

なかから動作制御情報を選択し，文字列が指定され，動作制御情報が選択され

ると，選択された動作制御情報が指定文字列と対応付けられて作成中の電子メ

ールに埋め込まれ」ることが記載されているものと認められる。 

 

（エ）上記Ｃの段落【００７１】の「動作制御情報は，電子メールにも埋め込

むことができる・・・図６においては，「こんにちは」という対象文字列の先

頭に開始制御タグ＜greet＞を，同対象文字列の末尾に終了制御タグ＜/greet＞を，

制御タグ＜!JointAngle Data!＞よりも後方であって動作制御情報の先頭に開始制

御タグ＜greet＞をそれぞれ挿入することにより動作制御情報を同対象文字列と

対応付けている」との記載，及び上記Ｅに引用した図６の記載から， 

 引用例１には，「電子メールの対象文字列の先頭に開始制御タグ＜greet＞を，

同対象文字列の末尾に終了制御タグ＜/greet＞を，制御タグ＜!JointAngle Data!

＞よりも後方であって動作制御情報の先頭に開始制御タグ＜greet＞をそれぞれ

挿入することにより動作制御情報を同対象文字列と対応付け」ることが記載さ

れているものと認められる。 

 

（オ）引用例１の上記Ｂの段落【００１６】には，「前記メッセージ処理設備

は，受信したメッセージを解析するメッセージ解析手段と，前記メッセージ解
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析手段の解析結果に基づいて前記メッセージの内容を音声により読み上げるメ

ッセージ読上手段と，前記メッセージ解析手段の解析結果に基づいて前記ロボ

ットの動作を制御するロボット制御手段とを有する」旨の記載がある。 

 

 以上の（ア）～（オ）の検討から，引用例１には，次のとおりの発明（以下，

「引用発明」という。）が記載されていると認められる。 

 

「メッセージを送信するメッセージ送信端末と，前記メッセージを処理するメ

ッセージ処理設備とを通信可能に接続し，前記メッセージ処理設備は，動作可

能なロボットを有し，受信したメッセージを解析し，その解析結果に基づいて

前記メッセージの内容を音声により読み上げるとともにその読上に対応させて

前記ロボットの動作を制御するシステムであって， 

 前記メッセージ送信端末は，前記ロボットの動作を制御するための動作制御

情報を前記メッセージ中の文字列と対応付けて前記メッセージに埋め込む動作

制御情報埋込手段と，前記動作制御情報埋込手段で前記動作制御情報を埋め込

んだメッセージを前記メッセージ処理設備に送信するメッセージ送信手段とを

有し， 

 メッセージとして，電子メールを送信する場合，ユーザは，電子メールとし

て送信したい文章を入力し，この入力した文章に対して，動作制御情報を対応

付けるべき文字列をマウス等で指定するとともに，記憶装置のなかから動作制

御情報を選択し，文字列が指定され，動作制御情報が選択されると，選択され

た動作制御情報が指定文字列と対応付けられて作成中の電子メールに埋め込ま

れ，電子メールの対象文字列の先頭に開始制御タグ＜greet＞を，同対象文字列

の末尾に終了制御タグ＜/greet＞を，制御タグ＜!JointAngle Data!＞よりも後方

であって動作制御情報の先頭に開始制御タグ＜greet＞をそれぞれ挿入すること

により動作制御情報を同対象文字列と対応付け， 

 前記メッセージ処理設備は，受信したメッセージを解析するメッセージ解析

手段と，前記メッセージ解析手段の解析結果に基づいて前記メッセージの内容

を音声により読み上げるメッセージ読上手段と，前記メッセージ解析手段の解

析結果に基づいて前記ロボットの動作を制御するロボット制御手段とを有する， 

 システム。」 

  

（２）引用例２に記載されている技術的事項 

 本願の優先日前に頒布又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となり，当

審拒絶理由通知において引用された，特開平１１－３２７８７２号公報（１９

９９年１１月３０日公開，以下，「引用例２」という。）には，関連する図面

とともに，以下の技術的事項が記載されている。（当審注：下線は，参考のた

めに当審で付与したものである。） 

 

Ｆ 「【００２２】次に，上記の構成における動作を説明する。図４は，本発

明の電子メール端末の動作のフローチャートである。 



 8 / 18 

 

ステップ１０１） 受信部１によりネットワークインタフェースを介して電子

メールを受信する。 

ステップ１０２） （省略） 

【００２３】ステップ１０３） （省略） 

ステップ１０４） （省略） 

【００２４】ステップ１０５） 第二解析部３では，格納部９に格納された対

応プログラムによって，電子メールを解析し，特定の記号列（例えば，スマイ

リー）によって動作発生のタイミングを計算し，制御部８に渡す。また，音声

の抑揚を計算し，読み上げ部５に転送する。 

ステップ１０６） （省略） 

【００２５】ステップ１０７） 読み上げ部５は，制御部８からの信号によっ

て，ステップ１０５で求められた抑揚に沿って電子メールの内容の読み上げを

実行する。 

ステップ１０８） 動作部７は，制御部８からの信号によって格納部９に格納

されている動作プログラムを実行することによって，計算されたタイミングに

従って，ロボットの手足体を動かす。 

【００２６】ステップ１０９） 読み上げ部５による読み上げが終了した場合

には，処理を終了し，読み上げが実行されている途中であれば，ステップ１０

６に移行する。」 

 

Ｇ 「【図６】 

 
」 

 

（３）引用例３に記載されている技術的事項 

 本願の優先日前に頒布又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となり，当

審拒絶理由通知において引用された，特開２００２－１２７０６２号公報（２

００２年５月８日公開，以下，「引用例３」という。）には，関連する図面と
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ともに，以下の技術的事項が記載されている。（当審注：下線は，参考のため

に当審で付与したものである。） 

 

Ｈ 「【００３６】＜入力メールテキスト例＞（途中省略）この中から，タグ

の手掛かりとなる単語（以下，手掛かり単語と略す）を抽出し，感情タグ情報

を取得する。 

（途中省略）  

【００３７】なお，感情タグ情報に対応する手掛かり単語の例としては表１に

示すようなものが考えられる。 

 

【表１】 

 
（途中省略） 

【００３８】そして，本発明においては，前記形態素解析により取得した感情

タグ情報に対応してロボットを動作させるために，予め，感情タグ情報に対応

付けて，ロボットの関節駆動用モータ（第１の実施の形態ではサーボモータ２

６）に対する指令値（モータ番号，位置，速度，時間）の時系列を設定してお

き，これをジェスチャデータベースに格納しておく。（以下省略）」 

 

（４）参考文献１に記載されている技術的事項 

 本願の優先日前に頒布又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった 

特開２００６－２３９５２号公報（２００６年１月２６日公開，以下，「参考

文献１」という。）には，関連する図面とともに，以下の技術的事項が記載さ

れている。（当審注：下線は，参考のために当審で付与したものである。） 

 

Ｉ 「【００２６】 
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 本実施の形態では，常にロボット装置を介してコンテンツが利用される。す

なわち，例えばユーザ自身がコンテンツを利用するのではなく，ロボット装置

がテキスト文を話し，或いはダンスを披露する。これは，ウェブブラウジング

においてユーザがコンピュータを道具としてインターネット上で利用可能なコ

ンテンツにアクセスし利用するのと同様である。さらに，要求モジュール１０

の説明の際にも述べたように，ロボット装置は，自己のために自然要求を生成

することができるため，ユーザがコンテンツのライフサイクルに全く関与しな

い場合もあり得る。換言すれば，本実施の形態におけるロボット装置は，コン

テンツのライフサイクルに関してパーソナルコンピュータの場合よりも積極的

な役割を担っている。」 

 

（５）参考文献２に記載されている技術的事項 

 本願の優先日前に頒布又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった 

特開２００４－２８３９４３号公報（２００４年１０月１４日公開，以下，

「参考文献２」という。）には，関連する図面とともに，以下の技術的事項が

記載されている。（当審注：下線は，参考のために当審で付与したものであ

る。） 

 

Ｊ 「【００７１】 

また中央の『“こんにちは”』等の文字はロボットが発話すべき発話内容を表し

ており，その右横の『話し掛ける』等の文字はそのときのロボットが発現すべ

き動作を表している。さらに一番右の数値は，次に再生すべき発話内容の番号

（一番左の数値）を示す。」 

 

（６）参考文献３に記載されている技術的事項 

 本願の優先日前に頒布又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった，

「Ｄｒｅａｍｗｅａｖｅｒ逆引きデザイン事典初版－ＣＳ３／８／ＭＸ２００

４対応－」，株式会社翔泳社，２００７年１１月１２日（以下，「参考文献３」

という。）には，関連する図面とともに，以下の技術的事項が記載されている。

（当審注：下線は，参考のために当審で付与したものである。） 

 

Ｋ 「２１５挿入したいタグを一覧メニューから選択する 

タグの機能によって分類されたツリーからタグを選択して，挿入できます。 

 

ＳＴＥＰ０１ 

［挿入］メニューから［タグ］を選択し，［タグ選択］ダイアログを表示しま

す。［タグ選択］ダイアログでは左のツリーより挿入したいタグのカテゴリを

選択します(1)（当審注：原文で黒丸に白抜きの数字は，括弧付きの数字で表記

した。以下，同じ。）。右に候補が表示されるので，左のツリーから候補を絞

り込みます(2)。 

 

ＳＴＥＰ０２ 
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［挿入］ボタンをクリックすると，［タグエディタ］ダイアログが表示されま

すので，挿入するタグの属性を設定します。 

 

ＳＴＥＰ０３ 

［タグエディタ］ダイアログを閉じると，ドキュメント上にタグが挿入されま

す(5)。タグの挿入を終了する場合は，［閉じる］ボタンをクリックします(6)。」

（第２７７頁１行～末行） 

 

Ｌ 「 

 
」 

 

Ｍ 「 
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」 

 

Ｎ 「 

 
」 
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４．対比 

 本願発明と引用発明とを対比する。 

 

（ア）引用発明の「メッセージを送信するメッセージ送信端末と，前記メッセ

ージを処理するメッセージ処理設備とを通信可能に接続し，前記メッセージ処

理設備は，動作可能なロボットを有し，受信したメッセージを解析し，その解

析結果に基づいて前記メッセージの内容を音声により読み上げるとともにその

読上に対応させて前記ロボットの動作を制御するシステム」（前者）と 

 本願発明の「少なくとも１台のロボット（１０）の動作を，グラフィカル・

インターフェースへのアクセスを有するユーザによって編集および制御するた

めのシステム」（後者） 

 とを対比すると， 

 引用発明の「ロボット」は，動作制御情報によってその動作が制御されるも

のである点で本願発明の「ロボット」に相当し， 

 引用発明では，「メッセージとして，電子メールを送信する場合，ユーザは，

電子メールとして送信したい文章を入力し，この入力した文章に対して，動作

制御情報を対応付けるべき文字列をマウス等で指定し」ていることから，当該

電子メールを入力する“ユーザ”が，“グラフィカル・インターフェースへのアク

セスを有する”ことは明らかであり， 

 また，引用発明の“システム”は，電子メールを“編集”することによって動作

制御情報を埋め込み，この動作制御情報によって，“ロボットの動作”を“制御”

するものであるから， 

 前者と後者とは， 

「少なくとも１台のロボットの動作を，グラフィカル・インターフェースへの

アクセスを有するユーザによって編集および制御するためのシステム」 

 である点で一致する。 

 

（イ）引用発明の「メッセージ送信端末」は，“電子メールとして送信したい

文章”，すなわち“テキスト”を入力する機能を有しているから，引用発明の「メ

ッセージ送信端末のテキストを入力する機能」が本願発明の「テキストを編集

するモジュール」に相当する。 

 

（ウ）引用発明の「前記メッセージ解析手段の解析結果に基づいて前記メッセ

ージの内容を音声により読み上げるメッセージ読上手段」は，受信したメッセ

ージ，すなわち，“電子メールのテキスト”を音声に変換して読み上げるもので

あり，音声を“合成”しているということができるから，本願発明の「テキスト

を合成するための音声合成モジュール」に相当する。 

 

（エ）引用発明では，「動作制御情報を対応付けるべき文字列をマウス等で指

定するとともに，記憶装置のなかから動作制御情報を選択し，文字列が指定さ

れ，動作制御情報が選択されると，選択された動作制御情報が指定文字列と対

応付けられて作成中の電子メールに埋め込まれ，電子メールの対象文字列の先
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頭に開始制御タグ＜greet＞を，同対象文字列の末尾に終了制御タグ＜/greet＞を，

制御タグ＜!JointAngle Data!＞よりも後方であって動作制御情報の先頭に開始制

御タグ＜greet＞をそれぞれ挿入することにより動作制御情報を同対象文字列と

対応付け」ているところ，引用発明の「開始制御タグ」や「終了制御タグ」は，

ロボットに所定の動作を行わせるために文章中に挿入されるものである点で本

願発明の「コマンド・タグ」に相当するものである。 

 そして，これらの“開始制御タグ”や“終了制御タグ”に対応する“動作制御情報”

を“記憶装置”のなかから“選択”する際には，同時に“開始制御タグ”や“終了制御

タグ”自体も選択されているものと認められるから，引用発明の“動作制御情報”

を“選択”するための“記憶装置”は，“ロボットによって実行される動作”のため

の“コマンド・タグ”の“ライブラリ”を有しているということができる。  

 また，上記の検討から，引用発明の“システム”は，「ライブラリにおけるコ

マンド・タグの少なくとも一つの選択を許容するように構成されて」いるとい

うこともできる。  

 さらに，この“ライブラリ”は，そこから“コマンド・タグ”を選択するための

ものであるから，これが，“電子メールの文章”すなわち“話されるべきテキスト”

と“別個”のものであることは明らかである。  

 

（オ）引用発明の「ロボットの動作を制御するための動作制御情報を前記メッ

セージ中の文字列と対応付けて前記メッセージに埋め込む動作制御情報埋込手

段」は，メッセージ中の文字列，すなわち“テキスト”に，対応付けて，動作制

御情報を埋め込むものであり，その際，文字列の前後に，「開始制御タグ」や

「終了制御タグ」が“挿入”されるものであるから，引用発明の 

「ロボットの動作を制御するための動作制御情報を前記メッセージ中の文字列

と対応付けて前記メッセージに埋め込む動作制御情報埋込手段」が本願発明の

「テキストにタグを挿入するためのモジュール」に相当する。 

 

（カ）引用発明の「受信したメッセージを解析するメッセージ解析手段」及び

「前記メッセージ解析手段の解析結果に基づいて前記ロボットの動作を制御す

るロボット制御手段」が本願発明の「ロボットの動作を生成し制御するための

モジュール」に相当する。 

 

（キ）引用発明では，「電子メールの対象文字列の先頭に開始制御タグ＜greet

＞を，同対象文字列の末尾に終了制御タグ＜/greet＞を，制御タグ＜!JointAngle 

Data!＞よりも後方であって動作制御情報の先頭に開始制御タグ＜greet＞をそれ

ぞれ挿入することにより動作制御情報を同対象文字列と対応付け」ることによ

って，対象文字列が読み上げられると同時に，動作制御情報に対応した動作を

ロボットに実行させるものであるから， 

 引用発明の「システム」と 

 本願発明の「システム」とは， 

「言葉を話すことと同時の動作の実行を開始するために，テキストの言葉の連

鎖の中にタグの挿入がなされる」 
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 ものである点で一致する。 

 

 そうすると，本願発明と引用発明とは， 

  

「少なくとも１台のロボットの動作を，グラフィカル・インターフェースへの

アクセスを有するユーザによって編集および制御するためのシステムであって， 

 テキストを編集するモジュールと， 

 前記テキストを合成するための音声合成モジュールと， 

 前記ロボットによって実行される動作のためのコマンド・タグのライブラリ

と， 

 前記テキストに前記タグを挿入するためのモジュールと， 

 前記ロボットの前記動作を生成し制御するためのモジュールとを含み， 

 前記システムは，前記ライブラリにおけるコマンド・タグの少なくとも一つ

の選択を許容するように構成されており，前記ライブラリは，話されるべき前

記テキストとは別個であり，言葉を話すことと同時の動作の実行を開始するた

めに，前記テキストの言葉の連鎖の中に前記タグの挿入がなされることを特徴

とするシステム。」 

  

 の点で一致し，次の点で相違する。 

  

［相違点１］ 

 テキストに関して， 

 本願発明のテキストは，「前記ロボットによって話される」ものであるのに

対して， 

 引用発明のテキストは，メッセージ処理設備が有するメッセージ読上手段に

よって読み上げられるものである点。 

 

［相違点２］ 

 コマンド・タグに関して， 

 本願発明の「コマンド・タグ」は，「動作を表現する図形的なシンボルを含」

み，言葉を話すことと同時の動作が，「前記図形的なシンボルに一致する動作」

であるのに対して， 

 引用発明の開始制御タグや終了制御タグは，図形的なシンボルを含むもので

はない点。  

 

［相違点３］ 

 ライブラリに関して， 

 本願発明では，ライブラリが「ツリー構造を有して」いるのに対して， 

 引用発明では，そのような特定はなされていな点。 

 

５．当審の判断 

 上記相違点について検討する。 
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［相違点１］について 

 ロボットの動作を制御する構成において，ロボットがテキストの内容を発話

するように構成することは，参考文献１（上記Ｉの記載を参照）や参考文献２

（上記Ｊの記載を参照）に記載されているように本願の優先日前に既に周知の

技術事項であったと認められるから，引用発明において，メッセージ読上手段

によって読み上げられるテキストを，ロボットによって話されるものとするこ

とは，当業者が適宜なし得たことである。 

 

［相違点２］について 

 引用例１（上記Ａの記載を参照）には，「電子メールの内容に含まれる顔文

字によって，ロボットの矩体全体または矩体に属する部分を動かすよう制御す

る」ことが記載され，また，引用例２（上記Ｆ及びＧの記載を参照）には，電

子メールに含まれるスマイリーと呼ばれる記号列によって，ロボットの動作を

制御することが記載され，さらに，引用例３（上記Ｈの記載を参照）には，メ

ールテキストに含まれる顔文字を「手掛かり単語」として抽出し，これを用い

てロボットを動作させることが記載されているように，ロボットの動作を制御

するためにテキスト中に挿入されるタグとして，「図形的なシンボル」を用い

ることは本願の優先日前に既に周知の技術事項であったと認められる。  

 してみれば，引用発明において，電子メールの文章中に挿入してロボットの

動作を制御するためのタグとして，図形的なシンボルを含むようにし，言葉を

話すことと同時の動作が，前記図形的なシンボルに一致する動作となるように

構成することは当業者が容易に想到し得たことである。  

 

［相違点３］について 

 例えば参考文献３（上記Ｋ～Ｎの記載を参照）にも記載されているように，

データをツリー構造の形式で管理することは，当業者には広く知られた周知の

技術事項であるから，引用発明において，上記周知の技術事項を採用して，記

憶装置で管理されている開始制御タグや終了制御タグの情報をツリー構造の形

式で管理するように構成することは，当業者が容易に想到し得たことである。 

  

 そして，本願発明の作用効果も，引用発明及び周知の技術事項から当業者が

予測できる範囲のものである。 

  

 したがって，本願発明は，引用発明及び周知の技術事項に基づいて，当業者

が容易に発明をすることができたものである。 

 

６．審判請求人の主張について 

 審判請求人は，平成２８年１２月２７日付けの意見書において， 

「加えて，引用文献１記載の発明は，電子メールを読み上げるロボットに関す

るものであり，電子メール中のテキスト中にある特定の文字列（たとえば 
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「面白い」）を自動的に検出し，上記特定文字列（「面白い」）に対応する動

作制御情報（「Laugh act」）に基づいて，ロボットに，電子メールを読み上げ

る行動とともに，「笑い」の動作をさせるというものである。 

 このように，引用文献１は，「笑い」のコマンド・タグへのアクセス権，選

択権は，ユーザにはなく，全て自動的にロボットの制御がなされるというもの

である。引用文献１では，特定文字列（「面白い」）に対応する動作制御情報

を任意に選択したり，アクセスしたりする権限はなく，動作制御情報

（「Laugh act」）が強制的かつ自動的に付与されることになる。 

 いうなれば， 

ａ）引用文献１は，ユーザ側に，「笑い」というコマンド・タグへのアクセス

権，選択権を与えることを否定している技術文献である。 

ｂ）そして，原査定で審査官殿が御引用された周知技術（引用文献１０，１１，

１２）は，いずれも文章中に挿入するグラフィカルインターフェースに関する

一般的な技術を開示する文献であって，絵文字を選択してそれをロボットの動

作に関連付けるという記載は一切開示されていない。 

 上記ａ），ｂ）の分析からみて，引用文献１は，いずれも本発明を想起する

に際して阻害要因があることは明白である。すなわち，引用文献１をみた当業

者は，ユーザ側に，「笑い」というコマンド・タグへのアクセス権，選択権を

与えるということが阻害されるものであり（なぜならば，引用文献１は，ユー

ザ側に，「笑い」というコマンド・タグへのアクセス権，選択権を与えること

を否定しているから），一方で，周知技術についても，それをみた当業者は，

絵文字を選択してそれをロボットの動作に関連付けることが阻害されるもので

ある（なぜならば周知技術には，絵文字を選択してそれをロボットの動作に関

連付ける記載はないから）。 

 よって，引用文献１をみた当業者が，引用文献１に示される阻害要因に逆ら

ってまで，請求項１に係る本発明を想起するという論理付けは，成り立たない

ものである。」（第４頁下から１０行～第５頁１７行） 

 と主張している。 

 

 上記主張について検討する。 

 

 引用発明は電子メールに係る発明であり，受信したメールは自動的に解析さ

れてロボットの動作が制御されるものであるから，受信側のユーザからみれば，

確かに，『「笑い」のコマンド・タグへのアクセス権，選択権は，ユーザには

な』いといえないこともない。 

 しかしながら，審決の引用発明は，送信側のユーザは電子メールを作成して，

その電子メールの中に動作制御情報を埋め込むことができるという点であって， 

 引用発明の「メッセージとして，電子メールを送信する場合，ユーザは，電

子メールとして送信したい文章を入力し，この入力した文章に対して，動作制

御情報を対応付けるべき文字列をマウス等で指定するとともに，記憶装置のな

かから動作制御情報を選択し，文字列が指定され，動作制御情報が選択される

と，選択された動作制御情報が指定文字列と対応付けられて作成中の電子メー
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ルに埋め込まれ」という記載からすれば，メール送信側のユーザはメールを自

由に編集することができ，メール中の任意の文字列を指定して，その文字列に

対応させて動作制御情報を埋め込むことができることは明らかであるから， 

 送信側のユーザからみれば，『「笑い」のコマンド・タグへのアクセス権，

選択権は，ユーザにはな』いとはいえない。 

 したがって，審判請求人の上記主張は採用することができない。 

 

７．むすび  

 以上のとおり，本願発明は，引用発明及び周知の技術事項に基づいて，当業

者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の

規定により特許を受けることができない。 

 したがって，本願は他の請求項について検討するまでもなく拒絶されるべき

ものである。 

 

 よって，結論のとおり審決する。 

 

  平成２９年 ５月１６日 

 

審判長 特許庁審判官 石井 茂和 

特許庁審判官 須田 勝巳 

特許庁審判官 辻本 泰隆 

 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）  

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

 

 

〔審決分類〕Ｐ１８．１２１－ＷＺ（Ｇ０６Ｆ） 

 

 

出訴期間として９０日を附加する。 

 

 

 

 

審判長 特許庁審判官 石井 茂和 8837 

特許庁審判官 辻本 泰隆 8945 

特許庁審判官 須田 勝巳 8941 

 


